
 

令和２年度教職大学院認証評価結果における意見等への対応 

202303 更新 
評価結果における意見等 

（※問題点や改善を要する事項、改善が望ま

れる事項等） 

対応方針、対応措置の実施計画 実施計画に対する令和３年度末の進捗状況 

基準１－２ ディプロマ・ポリシーを「授業研究・教職専門性開発コース」

「ミドルリーダー養成コース」「学校改革マネジメントコース」

それぞれにおいて定め、今年度より実施している（大学院学生

便覧 2021）。カリキュラム・ポリシーは全コースに共通するカ

リキュラム編成における理念であることを踏まえながら、現

在、①教育課程の編成の方針、②教育課程における教育・学習

方法に関する方針、③学習成果の評価の方針をコースごとに具

体的に明示することを検討している。 
 

カリキュラム・ポリシーを対応方針の実施計画に基づき

改定した。また、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・

ポリシーの改定に伴い、アドミッション・ポリシーの改

定を行い、3 ポリシー間の整合性をはかった。このこと

により、教職のキャリア形成すべて（授業研究・教職専

門性開発コース、ミドルリーダー養成コース、学校改革

マネジメントコース）に応じたポリシーの整備が実現し

た。 

ディプロマ・ポリシー及びカ

リキュラム・ポリシーにおい

ては、コースによる区別が不

明な点があるので、ポリシー

間の整合性も含めて検討する

ことが望まれる。 

基準２－２ 奈良と岐阜それぞれ広報活動および昨年度より開始した推

薦入試を活用しながら、受験者及び入学者増加に向けた取り組

みを行っている。その成果もあり、岐阜では今年度 5 名の入学

者があり（昨年度 1 名）、うち 4 名が岐阜として初めてとなる

「授業研究・教職専門性開発コース」への入学者である。 
 

令和 4 年度入学者については、岐阜から 4 名超、奈良よ

り 1 名の入学者が見込まれている。 
福井大学以外の連合構成大学

からの入学者数を一層増加さ

せるための取り組みについて

検討することが望まれる。 



 

評価結果における意見等 

（※問題点や改善を要する事項、改善が望ま

れる事項等） 

対応方針、対応措置の実施計画 実施計画に対する令和３年度末の進捗状況 

基準３－５ 学校における協働実践研究の推進と院生個々人の省察的実

践の成長を段階的に評価する具体的・客観的な基準（スケール）

を策定し明文化することを検討中である。 

実践・学習過程の省察的レポートとヒアリングのエビデ

ンスに基づいて省察的実践力の成長・発展をとらえる評

価アプローチとそのシステム化を進め、今年度後期の成

績認定ではそれに基づく評価を組織的に行った。 

成績評価・単位認定、修了認

定に関しては、より具体的・

客観的な評価基準を設定し、

明文化することについて検討

することが望まれる。 

基準４－２ 修了生が実践発表等を行う実践研究交流集会（ラウンドテー

ブル）は、修了生の現状把握及びフォローアップに有効な手法

であるため引き続き継続しながら、修了生全体のフォローアッ

プを推進するため修了生の現状把握及びフォローニーズの把

握を企図した実態調査を検討する。 

県内外の多数の拠点校・連携校との継続的連携により、

修了生の在籍する学校に赴いてのヒアリング調査を定

期的に行い（年 2 回程度）その後の展開を共有集約する

システムを組織化してきている。 
 

修了生自身による実践発表の

場は、限られた修了生による

実践の省察及び学習成果の共

有の場となるおそれがあるの

で、修了生全体へのアンケー

ト調査や追跡調査を行うな

ど、全体的・組織的な把握に

ついて検討することが望まれ

る。 

基準６－２ 研究科担当教員資格基準では「授業担当教員」と「授業協働

担当教員」に区分して基準を設けており、教授昇格に係る選考

審査の際は「授業担当教員」の資格基準を満たすことを確認す

ることとしている。 

左記の通り実現している。 

昇格の基準については全学的

な基準として定められている

ため、教職大学院独自の昇格

の基準について検討すること

が望まれる。 
 



 

評価結果における意見等 

（※問題点や改善を要する事項、改善が望ま

れる事項等） 

対応方針、対応措置の実施計画 実施計画に対する令和３年度末の進捗状況 

基準６－４  一部の兼担・兼務教員については、本務（の授業）を優先し、

兼務（の授業）についてはティームティーチング（T.T）におけ

る T2 以降の役割に限定しており、実際の授業日数を専任教員

に比して 3 分の 1 以下程度で調整し、授業負担への配慮を推進

している。今後もさらなる負担の軽減、配慮について検討する。 

学部兼務の教員の負担軽減も一つの目的として、学部大

学院のカリキュラムの融合・協働をさらに進めるカリ

キュラム改革（学部院一貫カリキュラム）に令和 4 年度

に着手する準備を進めている。 
 

基礎データにおいては、一部

の教員に過大な授業負担が認

められた。学部の授業担当も

含めた実質的な授業負担への

配慮について検討することが

望まれる。 令和４年度末の状況 
入力日：令和５年３月１３日 

学部兼務の教員の負担軽減を一つの目的とした学部

大学院のカリキュラムの融合・協働を進めるカリキュラ

ム改革に着手し、令和５年度から教員養成フラッグシッ

プの枠組みで同カリキュラムを実装する。 
また、兼担・兼務教員が参加する大学院授業は、引き続

きチーム・ティーチング（T・T）における T2 以降の役

割に限定し、授業担当日数も専任教員の４分の１以下程

度に調整することで、兼担・兼務教員の授業負担への配

慮を厚く行っている。さらに、兼担・兼務教員の担当授

業科目数の減少調整を進めている。 



 

評価結果における意見等 

（※問題点や改善を要する事項、改善が望ま

れる事項等） 

対応方針、対応措置の実施計画 実施計画に対する令和３年度末の進捗状況 

基準８－１  昨年度よりオンラインで実施しており、奈良と岐阜のメン

バーも参加し改善を行っている。 
運営協議会については令和 2年度からオンラインで行わ

れており、奈良、岐阜の大学関係者はもとより首都圏・

近畿圏・沖縄等の遠隔にある連携校の関係者も含めた参

加を得て実施されており 4年度以降も継続してオンライ

ンでの参加を組織する。 

連合教職大学院の「運営協議

会」に、福井大学以外の連合

構成大学からの参加が見られ

ない年もあるので、今後は、

本年度の実績を踏まえて、TV
会議システムを継続して活用

するなど、連合教職大学院の

各大学が会議に参加すること

ができるように検討すること

が望まれる。 
 

基準９－１ 2020 年度より教育学研究科・修士課程が廃止され、教職大

学院の課程に一元化されており、教育系の大学院の学生アン

ケートは連合教職開発研究科のみへと変更されている。同アン

ケート項目について、現在大学院教務課と内容の検討を行って

いる。 

学生の調査については、実践・学習過程の省察的レポー

トとヒアリングのエビデンスに基づいて継続的組織的

な共有・分析を重ね、その結果を踏まえカリキュラム高

度化を不断に進めるシステムを実現している。 

学生へのアンケート調査（学

生満足度調査）については、

大学全体（学部・大学院）で

の集計・分析に留まっている

ので、教職大学院独自の調査

項目の追加や教職大学院生に

焦点を当てた分析について、

検討することが望まれる。 
 

 


